
平 成 28年

小 樽 市 議 会
第 4固定例会 決議案第 2号

森井秀明市長の不穏 当発 言により議会を混舌Lさ せたことに対する間責決議 (案 )

小樽市議会議員

同

千 葉

酒 井

佐 々本

小 貫

平成 28年 12月 5日 の本会議・会派代表質問 1日 目にお いて、中村吉宏議員の再質問に対
｀
す

る市長答弁について、鈴木喜明議員か ら議会に対 して侮辱的な発言があつたのではないか と
の議事進行があったため、本会議 を休憩 し、議事録の精査を行つた.

その結果、議会 とヒ́て容認できない次のような重大な問題点が認められた。
まず、市長か らは、中村吉宏議員の 「訴訟に対 して議会意思を しっか り反映 させた形 で対

応 してほ しい」 とい う再質問にかみ合った答弁がないばか りか、市に対 して訴状が提出 され
ている案件について、被告の代表者であるに もかかわ らず、個人的見解に基づいて訴訟 に影
響 を及ぼす発言を行 っていること。

また、 「少 し1真重に質問をされていた ら、このよ うなことにはなってない」 「私 ももちろ
んそ うです し、市役所 として も、又は、市民の皆様に とってもですね、そのよ うな対応 を少
し考えていただけれ′ば、迷惑にはな らない」 といった発言は、議員の質問を抑制 。抑圧す る
ものであ り、 さらに、執行機関をけん市1・ 監視 し適正な行政運営を確 保す るとい う議会機能
を一方的に否定する行為である。 これは、二元代表制の一翼を担 う議会 としての役害1を機能
不全に陥れ るものであ り、 自治基本条例 を遵守 ヒ́なければな らない執行機 関の長 としてあつ
てはな らず、議会 とし́てチ1底看過できない く)の であること。

そ l´ て、何 ら根拠 も示 さないまま 「秩序ある議会、そ して品位 ある議会を念頭 にお きます
とも う少 し慎重に質問をされていた ら」 と発言するに至っては、 まるで小樽市議会が秩序 も
品位 もない議会であるといわんばか りの発言であ り、 もはや答弁 でも何で もなく、ただ議会
をいたず らに誹謗中傷 しているに過 ぎない発言であること。

これ らの問題点について、議会運営委員会で }よ 協議の結果、議会 としァてこれ らの発言 を放
置 し、認 めることは、市民の負託を受けた議会の使命を自ら放棄することにつながるとと t3

に、議会 と市長 との信頼関係構築を不可能 とするものであ り、今後の議会運営に多大な影響
を及ぼす と判断 し、市長 に対 し、発言の取消 しを求めてきたが、一向に応 じていただけな
かつたことか ら、異例ではあるが、議長か ら文書による発言取消 t´ の申 lノ 出を求める勧告 を
行 うこととなった。

しか し、横 田議長か ら森井市長に対 し「議会発言に対す る勧告書 ]を 手交す る際には、事
前に約束を していたにも関わ らず、 こ11´ を無視 し、公の場で直接受け取ることも協議す るこ
ともせず に所在不明 とな り、 さらに、その後 に予́定 されていた記者 クラブの取材 において
は、森井市長は姿を現 ヒ/、 身勝手な主張を繰 り返 していたと聞 く=こ れ らの森井市長の言動
は地方公共団体の長 とし/て も、 さらには社会 人としても常識 を疑わ ざろを得ない ものであ
り、また、この勧告書の回答について も、その内容は回答に値す るものではなかった。
その結果、議会が 10日 間空転 し、各会派 。各議 員が用意 L´ ていた質問ができないばか り

か、また理事者においても、多 くの時間を費や し準備 を進めてきたことが全て無駄になって
しまった。そ して何 よりも、今定例会において市政に関わる議論ができなかったことは、市
民生活に大きな影響を与えるモ,の である。

これ ら森井市長の不穏 当な発言 と身勝手な行動は、政治的・道義的に 1)決 して許 され るも
のではないことか ら、その責任を強 く間 うものであるこ

以上決議す る。
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